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法 社 会 学 の 主 題 と して の 「死 と生 」

-「 死の法社会学」に向けて-

樫 村 志 郎
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I は じ め に

「死と生」は、社会に生きる人々がしばしば直面するテーマだが、法、社会、法社

会学のテーマとしては、体系的に論じられてはいない (社会学からの試みとして、副田

編2001)。 本報告は、構築主義と相互行為主義にもとづく視角 (グレイザー&ス トロー

ス1988) をもちいて、「死 と生」 という現象が法の社会学的理解にとってもちつつあ

る主題としての意義をあきらかにしようとするものである。

時間と能力の限定から、本報告は、死に関する法社会学的理論そのものを述べるわ

けにはいかない。また、死の定義をめぐる問題、生命倫理学上の諸問題、死にかかわ

る実定法上の問題 も論じることができない。報告者自身は、学問的主題 として死を研

究してきたこともないし、生活の中で、とくに多 くの死を観察してきたわけでもない。

ただ、死 という現象を手がかりにすることで、死に関する法社会学理論の可能性を示

唆すること、ないしそのあり方を再確認することを目標にしたい。

本報告では、法 と法社会学をつぎのようにとらえる。

法 とは、社会的相互行為を規範により規律ないし制御しようとする企てである。社

会的相互行為は、自生的に形成される価値や規範により相互行為の内側から規律され

ていることがある。その規範、または、より正確に言うと、その規律作用は、慣習的

規範 とか単に社会規範 とか呼ばれる。社会的相互行為は、一定の限定された側面につ

いて、意識的に形成されるとともに、それへの一般的服従が正当に要求される規範に

よって、相互行為の外側から、規律されていることがあり、それは、法 と呼ばれる。

要するに、社会的相互行為は、法と社会的規範によって規律されている。なお、社会

的相互行為は、行為者の動機、利害、社会規範以外の構造的条件、社会状況的条件等、

規律以外の要因が加わることで、最終的にはそのあり方が決定される (樫村 2004)。

法社会学とは、そのような規律の企ての社会学的特質を解明しようとする学問であ

る。本報告ではつぎのように考える。

法による規律の企ての第一の特質は、いわゆる合理性である。法を用いる規律行為
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は、つねにではないが、多くの場合、社会的相互行為のあり方に、意識的、計画的な

仕方で、影響を及ぼそうとする意図をもっている。もっとも、法的規律行為のみが合

理性を指向するのではなく、自生的規範を用いる規律行為も多 くの場合、それなりの

合理性 (内的ないしローカルな合理性) を指向している。死をめぐる法の企ては、自生

的規範による規律の企てと並んで、死を意識的、計画的に制御しようとする企てであ

る。

その第2の 特徴は、法と社会的規範が、同時に社会的相互行為に規律作用をおよぼ

し、上記の規範外的条件とともに、相互行為のあり方を決定していることである。そ

こで、死をめぐる現象の取 り扱いについては、死という社会的相互行為 (その意味に

ついては後述する) が、法、社会規範、規範外的条件によって、いかに決定されてい

るかを問うことになる。

法という規律の企てのあり方の第3の 特質は、それが再帰的、ないし相互反映的な

企てであることである。これは、法とそれによって規律される社会的相互行為が、社

会という同一の場の中でおきるということである。自生的規範については、当然、再

帰性をもつということになる。しかし、法も、たとえば、その社会の支配的な価値等、

その社会的相互行為のあり方を決める法外的なパラメータに規定されている。規律作

用とは、これらの規範が、自身を規定するそのパラメータを一定限度において変更す

る作用のことである。

法の特質の第3点 として、再帰性をあげたが、再帰的作用の重要な担い手は、言語

であり、その作用の重要なあり方はコミュニケーションである。本報告では、死をめ

ぐるコミュニケーションを重要な手かがりとして、死のあり方を、ごく一般的に、考

えていきたい。

II 隠 され る死

自己の死を経験するものがいないだけでなく、死一般を経験する者もいない。また、

死は重要な出来事であり、人の死に関する評価は、その生の価値を全面的に左右する

ものでもある。だから、死について論じることは、一般に困難である。

死について述べることの困難さは、実際の社会的相互行為においても同様である。

たとえば、サ ドナウはエスノメソドロジーの方法を用いて、1960年代のアメリカの官

僚制的な公立病院と個人的サービスを強調する私立病院を比較しつつ、つぎのように

論じている。
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#1
“内科病棟 や外科病棟 では、担 当職員が誰 も居合わせ ていな くともしょ

っち ゅう死が発生

するほど死亡頻度が高いので、…臨死 患者 を事前 に個室 に移動 させ て他 の患者 による死 の

発見 を最小限度 にす る処置 が とられていない限 りは、 患者 たちが 同僚 の死 を目撃 する可能

性 は大 き くなる。”(サ ドナウ 1992 (原著1967): 84頁)

#2
“患者 の状態 や患者 の死亡 に関す る会話 は普通 各種 の控え室でな され、声 の調 子 を注意深

く落 として、立 ち聞 きされないようしっか りドアをしめる。”(同: 86)

この ように公 立病 院 で は、 死 は率直 に コ ミュニケ ー トされ てい たが、 私立 病院 で は

死 は隠 され て コ ミュニ ケー トされて いた。 死 に行 く者 や その家 族 に とって、 前者 は決

して望 ま しい語 られ 方 で はな く、後者 が望 ま しい語 られ方 だ と考 え られて い る こ とは

あ きらかで あ る。

また、 サ ドナウ の報 告 が示 してい る こ とは、 公立 病 院 にお け る死 の コ ミュニ ケー シ

ョンは、 公 式組織 を構 成 す る仕事 の秩 序 の なか で、 起 きる こ とで あ る。 そ こで は、 死

の コ ミュニ ケー シ ョンは、 つ ぎの特質 を もつ。

#3
“「死 とはなん とおそろしい ものなので しょう」 とか 「人間 は どれ くらいの期間 のあいだ生

死 の境 をさまようのか」 といったなかば哲学 めいた考察が病院 の日常生活 において死 をめ

ぐる会話や関心 を自然 に引 き出す ことは まずな く、 これ らはむ しろ部外者 の干渉 によって

初 めて発せ られる問題なのであ り、病 院の中で こうした問 いを発 する ことには困難が伴 う。

病院組織の中で妥当 とされ、共通の話題 とされ る死 の側面 とは、 あ くまで も病棟 の社会構

造に関連づ けられるものでなけれ ばな らない。”(同: 74-75頁。 下線強調 は引用者)

また、 一 般 的 に、 死 や 死 の 予 告 は、 「悪 い 知 らせ 」 と見 な さ れ る(メ イ ナ ー ド

2004)。

社 会 的相互 行為 にお いて 「当然 の こと」 と見 な され る もの に 目を向 け る とい う、 エ

スノ メ ソ ドロ ジー の方法 的特 質 か ら言 って、 ここで観 察 され た性 質 は、 基本 的 に、 社

会 的相互 行為 の普 遍 的、 恒 常 的要 素 と見 なせ る。

つ ま り、死 を論 じ るこ とは、 どん な条件 の も とで も困難 だ とい うわ けで はな くて、

一定 の制 約 され た 「語 りのモ ー ド」 の も とで は それ は困難 で は ないの で ある。

死 が さ け られ るべ き話題 で あ る とい う観 察 は、 死 が一 般 的 に論 じられ る際の制 約 で
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はな く、 い う まで もな く、死 が、 その 中で お こる こ とが 予想 され るよ うな関係 性 の中

で、 語 られ る場 合 の こ とで あ る。 この ことを強調 して お くの は、 当面、 死 の研 究 は、

や は り、死 が生 じ るまで/ま た は死 が生 じた後 の相互 行 為 に焦点 をあて る こ とに優 先

性 をお くべ きだ ろ う と考 え るか らであ る。 この相 互行 為 は、 死者 と生 者、 よ り正確 に

言 う と、死 ぬ者 と見 送 る者 の間 で起 こる もので あ る。

興味 深 い問題 は、 その 「モ ー ド」 が いか な る ものか であ って、 今後 よ り十分 な検 討

が必 要だ が、 当面、 死 が 「さけ られ るべ き話 題 」 として論 じられ る とい う、強 い言語

上 の制 約 が あ る とい うこ との み を確 認 してお こう。 この こ との背 後 に、 死 へ の恐怖 や

生 へ の執 着が あ る と想 定 され そ うだが、 そ うい う心 理 的解釈 はオー プ ンな ま まに して

お く。

III 現 わ れ る死

死 を論 じる状 況 には、 さ まざ まな ものが あ るが、 多様 な状 況 を通 じて、 死 の語 られ

方 に光 をあ て る視 角 に は、 パ ー ソ ンズの研 究 (パー ソンズ 2002) が あ る。

現代 の社会 におい て、 死 その もの はい かな る価値 を もって見 られ て い るだ ろ うか。

パ ー ソ ンズ は、 生 と死 は必 然 的 な結 びつ きを もって見 られ て い る とい う。

#4
“[近現代] の文脈 において、個人の全人 生は一つの統一体 と考 えられた。 その基本 的な意

義は、個人が宗教的期待に応 えるか ぎりにおいて、 その王 国の建設 に貢献 する とい うこと

にあった。 その とき人間の死 は完結的 (consummatory) な ものであ り、かれがそのため

にこの世 に身を置 くことになった務めの完成 を示す もの とな った。 …そ れは また興味深 い

ことに、死 に行 くことが 自発 的 (主意的) な行為 となった こ とをも意味 した。”(パ ー ソン

ズ2002 (原論文1971): 196頁)

パー ソ ンズが示 唆 す る こ とは、 か れが 活 動主 義 (activism) とよぶ文 化 的 パ ター ン

を深 く価 値 化 して い る現 代 ア メ リカ社 会 で は、 死 も また、 潜在 機能 的 で あ り うる とい

う こ とで あ る。 したが って、 死 に関 す る コ ミュニケ ー シ ョンは、 活 動 主義 の文 化パ タ

ー ン中に位 置 づ け られ る と きには、 肯 定 的 に語 られ うる とい うこ とにな る。

た しか に、 死 はさ け られ るべ き話題 とみ な され て い るか も知 れ な いが、 そ の話題 の

中で も希 望 や癒 しが 語 られ うるの は、 それが社 会 の主 要 な文化 的パ ター ンの 中で肯 定

的 に評価 され てい る こ と、少 な く とも、 あ るモ ー ドの も とで、 人 が それ に気づ き、 納

得 で き る とい うこ とに基 づ く。再 度、 パ ー ソ ンズ を引 用 すれ ば、
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#5
“多くの死期の近い患者た ちは、その差 し迫

った死 についての積極 的で 「完結的 (consum-

matory)」 意味 に向 き合 ってい くこ とにつ いて、 医師たち よりも長 けてい るように も見え

る。…医師 は、患者 の間近 に迫った死が不可避 に思 え、患者が多かれ少なかれそ うした状

況 を受容 する準備ができてい るときで さえ、患者 の 「生 きん とす る意欲」…を鼓 舞す るよ

うな高度 に道徳的な会話 に患者を引き込 むこ ともあるで あろう。…と ころが患者のほ うで

は、診断についてのよ り率直な話 し合 いを好 むか もしれないのである。治療 は、患者のた

めになるような合理的期待か らよりも、死 と闘 うことの価値 に対 す る儀 礼的な コミッ トメ

ン トとしてなされる ことのほ うが多 い”(同: 213頁)

この観点 か ら、死 を2つ の カテ ゴ リー に分 けてみ るこ とは有益 で あ ろ う。

第一 の カ テ ゴ リー は、 老 年 の果 て に訪 れ る、 「まっ とう され た死」 また は 「完 全 な

死 」 であ る。 よ く 「天 寿 を まっ とう した」 と言 われ るが、 その よ うな死 で あ る。 誤解

をお それ ず に言 えば、 それ は満 た された、 幸 せ であ りうる死 で あ る。

第二 の カテ ゴ リー は、 「はや す ぎる死」 また は 「不完 全 な死 」 であ る。 事故、 災害、

暴 力、 病気 等、 そ の死 に は、 本人 の老化以 外 の原 因が あ る と見 な され る。 それ は、 必

ず し も不幸 な死 で は ない が、 「しか たが な か った」 とあ き らめ る こ とがで きるた め に

は、 なん らか の努力 が必 要 で あ るよ うな、 死 で あ る。

活動 主義 の文 化 パ ター ン と、 その も とで の人 間 の適 応能 力 は、 「不 幸 な死 」 を 「幸

福 な死 」へ と、 実際 に、 また は、 心理 的 に、 転 換 させ る ことがで きる。 パ ー ソ ンズ の

この見 取 り図 は、1980年 代以 降 の 日本 にお いて も、死 の過 程 を 自発 的 な行為 として再

解 釈 す る こと、 ひ いて は死 を 自己制御 す る ことが 次第 に強 調 され て きてい る こ とに 目

を向 け させ る。

死 に直面 した 日本 人 のあ る宗教 学者 が 書 いた本 か らの、 つ ぎの 引用 は、 お そ ら くア

メ リカ的活 動主 義 を表 す もので な い と思 われ るが、 死 の 自己制 御 とい う方 向 を とって

い る。

#6
“死とは特別な ものには違いないが一種 の 「別れ の時」なのだ。人 は平生 の生活 の中で も、

小 さな別れの時の悲 しさ、つ らさをたびたび経験 し、別れ の ときは心 の準備 をしてその辛

さに堪 えるが、 それにもかかわらず、 もっ と本格 的な死 の場合、 かえって人間 は準備 して

いない。…そ れは、 いまいる人 たちに別れ を惜 しむ ことであ り、自分 の生 きて きた世界 に

後ろ髪 を引かれるようにして死 んで い くこ とで ある。死 とは、 そうい う別 れ方 だ と考 える

ようにな りました。つ まり、死 の恐怖に堪 える方法は、死 か ら強 いて目をそむけるこ とで

はな く、日々の生活の中で小 さな死の別れを繰 り返 して心 の準備 を してお くこ とである と
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い うことです。”(岸 本 1973)

これ は報 告者 の 目をひ いた一 例 にす ぎず、 ここに見 られ る諦観 の ような もの を 自己

制御 に とって機能 的 だ とみ る こ とに違和 感 を もつ 向 き もあ るだ ろう。 報 告者 に はそ う

感 じられ る とい うこ とにす ぎな いのか も しれ ない。 しか しいず れ に して も、 すで に指

摘 され てい る こ とで もあ ろうが、 死 に関 す る伝 統文 化 的要素 が、 いか に して社 会 的相

互行 為 の あ り方 や、 法 と社 会規 範 によ る死 の規 律作 用 に影響 す るか は、 興 味 深 く、 さ

らにつ め るべ き問題 だ と思 われ る。

死 を予想 す る相 互 行為 とい う焦 点 か らは はずれ るが、 「完 全 自殺 マ ニ ュ アル」 の よ

うな本 が少 な くと もレ トリ ック上 で は死 の 自己決定 の 支援 を標 榜 して い る こと、 生前

葬 の周期 的 な流 行、 「大 往生 」 す る こ とへ の関 心、 葬儀 の 自由 の主 張等 の文 化 現 象 を

見 る と、 日本 にお いて も、死 を予 測 す る こ とで死 を自己制御 す る ことを肯定 す る文化

的 基盤 が あ る とい って よい だ ろ う。

IV 生 き られ る 死

死 は共 同性 の中 で生 じる。 共 同性 とは、 関係 の近 さや、 同 じこ とだ が、 個 人 の間 の

何 らかの共 通 性 に した が って、 主 張 され る価 値 を言 う (樫村 1999)。 死 とい う社 会 的

相 互行 為 に は、 共 同性 の 次元 が あ る。 この 次 元 を 「(ともに) 生 き られ る死 」 と よぼ

う。

パ ー ソンズ の議論 には この側面 もあ るが、 共 同性 の中 での死 とい う現 象 の問題 に接

近 した の は、 ノルベ ル ト ・エ リア スの 『死 に行 く者 の孤 独 』(エ リアス1990) で あ ろ

うか と思 う。

エ リア ス は、 関係 性 の社会 学理 論 と、 そ の原型 とな った いわ ゆ る文 明 化 の理 論 (エ

リアス1977) に よって知 られ て い る。

#7
“現代文 明の もとでの共 同生活 は多 くの抑制 を伴 う、互 い に きわ めて密接 な間柄 にあ る

人々 に対 するわれわれの自然な激情や感情 をも、自発 的に抑制 する ことがかな り強 く要求

され るし、また現に抑制 されている。特別の強制で も受 けないか ぎり、そのよ うな激情が

行為 として現実化 し、言葉 となって表現 され ることはあ まりない。死 を迎 えた人 と腹蔵無

く語 り合 った り、死 の床 にあ る人 に向かって ごく自然 に語 りかけた りする ことが こうして

困難 になる。”(エ リアス1990 (原著1985): 43-44頁)
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エ リア ス は、 現代 西 洋社 会 にお け る死 が、 よ り以 前 の時代 と異 な り、一 般 的 に は、

は るか に穏 や か な もの とな っ てい る こ とを指 摘 す る。 過去 の西 洋社 会 の 中で、 「幸 福

な死」 が実 現 され て いた とす る歴史 家 フ ィ リ ップ ・ア リエ ス (アリエス1990) の結 論

を、 エ リアス は はっ き り拒絶 して い る。 けれ ど も、 エ リア ス は、 過去 の社 会 にお いて

は、 死 が は るか に共 同性 の中 で生 じた こ とを認 め、 現代 にお ける死 の最大 の 問題 は、

死 に行 く者 が孤 独 を感 じる こ とだ と述 べ てい る。

死 に行 く者 は、 他 者 に とって価値 ある人 間 として、 死 ん でい きた い と願 う。 この場

合、 死 に行 く者 は、 死後 の世 界 を予 期 して い る。 これ は、 彼 岸世 界 の こ とで は な く、

自身 が死 んだ後 に残 され る者 の世界 の こ とで あっ て、 追憶、 記憶 等 に よって 受 け継 が

れ、 残 されて い く死 者 の存在 に由来 す る価値 を含 む もので あ る。

死 に行 く者 と見送 る者 の間 の共 同性 が いか な る もの か とい う問題 が存在 す るわ けで

あ る。 報 告者 は、 パ ー ソンズ の示唆 す る活動 主 義 に由来 す る 自己制御 の価 値 と ともに、

お そ ら くは死 を合理 的 に制御 す るに際 して考 慮 され る目標 として、 共 同 関係性 の 中 で

の 自身の価 値 を高 め る とい う意 味 での共 同性 へ の指 向が、 死 に関わ る規範 を生 み出す

もうひ とつの重 要 な価値 とな るの で はな いか と思 う。

ところで、 安 易 な推 測や類 比 はつつ しまな けれ ばな らな いが、 この問題 に関 して、

葬 儀 等 の死 の慣 習 (唄=湯沢1971、 藤井 1990)、 お よび死 者 の追悼 や死 者 の生 の価 値 の

主張 等 に関 して、 法社 会学 的研 究 の課題 が存 在 す る と思 う。 その ひ とつ は、 生者 (死

者 で もある) が死 者 を見 送 る とい う死、 す なわ ち死 の 追悼 で あ り、 また、 生 者 が死 者

を生 か す さ まざまな試 み であ る。

V 見 送 ら れ る死 ・生 か さ れ る死

死 者 の追悼 に関 す る法社 会学 的 関心 か らは、 と りわ け、 見 送 る者 が、 死 者 の死 の意

味 を、 新 た に再 編 成す る ことか ら、 広 い意味 で の法 的訴 えを含 む公共 的行 動 が生 まれ

るこ とが 注 目 され る。

た とえば、 野 田正彰 (1992) で は、

“亡き人 の 「遺志」なる実体 を想定 し、遺志 を継承 し何 らかの形で社会 的活動 にかえ るこ

とによって、故人の生命 を永続 させ ようとい う心理機制 を多 くの遺族 に見 ることがで きる。

遺族 は、遺志 の社会化 によって、 実は自 らの再社会化、 愛す る人の喪失 という厳 しい門 を

くぐりぬけての、社会関係の再構築 を行 っているのである。”ま た、 “多くの遺族 が様々 な

方法で遺志 の社会化を行 っていると考え られ る。遺族 の周辺 のわずかな人々 にしか知 られ

ないささや かな活動で あって も、それ は、それぞれ の遺族 にとっての遺志の社会化 で あ
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る。”(247-248頁)

その一例 はつ ぎの もので あ る。1985年 夏 の 日航 ジ ャンボ機事 故 で娘 を失 ったあ る遺

族 は、 娘 の希 望 にそ って あ る奨 学基 金 を作 った。

“全部つながった きれいな遺体だ った。翌朝 の飛行機 でつれてかえった。(原 文改行) 個 人

的 な不幸 と受 け取って、人並みに娘 を葬 ったが、悔 し くてしか たが なか った。 霊魂 は信 じ

ないが、死 は生物学的なこ とだけではない。娘が 肉体的 に滅 びる ことで、精神活動の成果

が何 も残 らないとい うのではあ まりに勿体 ない。彼女が生 きて きたエネルギー を永遠に伝

えてや りたか った。”(同: 244頁)

この遺 志 の社 会化 の基礎 にあ るエネ ル ギー は、 広 い意 味 での事 故 の責任 追及 と予防

要求 へ と向か う ことが あ る。 同 じ事 故 の被害 者遺 族 と して航 空機 を製 造 した ボー イ ン

グ社 を訴 えた あ る研 究 者 は、 つ ぎの よ うに述 べ る。

“運輸省 の事故調査委員会 で公述 した り、ボーイ ング訴訟 に加わ っているの は、娘 への供

養 もあ るが、少 な くとも同じ原因で起 きる事故 を減 らすのが義務 だ と思 っているから。…

われわれがボーイ ング社 に ミス を認 めさせ たこ とは、他の遺族の補償交渉 にも役立 ってい

る と思 っている。(原 文改行) 裁判 を しなかった ら、JALの 強引な言い方に も我慢 しない

といけない。裁判であれ ば対等の立場でやれ る。裁判 をす ることが遺族の精神的なケアに

もなった と思 う。”(同: 237-238頁)

追求 や 要求 の行動 と追悼 との関係 は、 しか し、一 義 的で は ない。 それ は遺族 に よっ

て さ まざ まで あ る。 同 じ本 か ら、

“ボーイ ング統一訴訟 に加わ るように東京のI弁 護士 から何度 も誘 いがあった。 よ くわか ら

ないし、 まだな くな った夫 と一緒 に生 きてい るようで、迷 って いる と怒 られた。 「分 か ら

なか った ら、黙 ってついてきた らよろしい」そ ういわれて、 はっき り断 る決心がついた。

相談 に乗 って くれ るはずの弁護士が、命 をカネにかえるこ とを急 いで いる。遺 族に とって、

大切 な夫の命 をカネにかえられて しまうこ とが、 どんな に割 り切れぬ ものか分か ろうとし

ない。”(同: 326頁)

もち ろん、 す ぐれた 弁護 士 も多 くお り、暴 力犯 罪 に よ って息子 をな くした あ る遺 族

は、 その 弁護 士 に よって は じめて、 裁判 の場 で、 息 子へ の行 為 の不 当性 が明 らか にで

きた と語 っ てい る (私自身が行 なってい るある調査 における発言)。
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死 が いか に して法 的行 為 を動機 づ けるの か。 遺 族 の法 への 不満 も満 足 も、死 の意 味

付 け を背景 に して生 じて くる。 法 の もつ感 情 表 出機能 とい え よ う。法 律家 は、 こ うし

た機 能 を正面 か ら評価 しよ うと しない (そうした傾向 に対す る痛烈 な批判が野 田 (1992)、

二木 (1997) にはある)。 こう した 現 象 は、 満 足 と不 満 の双 方向 につ いて、 綿 密 にか つ

注意 深 く研究 され る必要 が あ る。

VI 結 論 に か え て

高度 医療、 脳死 等、 今 もホ ッ トな主題 に つい て は、本 来 は と りあ げ るべ き もの であ

る我 々 が継 承 す べ き先駆 的 法 社会 学 研 究 と して、 唄 (1970、1987) が あ る。 実 際、 と

りあ げ るこ とを計 画 し、 資料 もい くらか集 めたが、 と りあ げな い こ ととした。 これ は、

私 の能力 と経 験 的 デー タの不 足 で ある。

た とえ ば、 高度 医療 のベ ッ ドサイ ドにお け る観 察 とイ ン タ ビュー を基 礎 とす る研 究

(藤澤 1996) で は、 家族 と医 師 の間 で、 患者 が いか に して 回復 して い くか の道 筋 (そ

れはいずれ も不成功 に終わるのだが) に関 す る対 立 が描 写 され て い る。 また、 医療 事故

に関す るす ぐれ たル ポル タ ー ジュが数 多 く出 され て お り、そ の中 に は、 裁判 や捜 査 で

行 われ る、 死 の事 実認 定 が、 はげ しい言説 上 の対 立 をひ きお こす こ とが わ か る (例え

ば、少年犯罪被害 当事者 の会 (2002))。 よ く言 わ れ る よ うに、 医療 技 術 の高 度化 に よ り、

生 と死 の境界 が人 為 的 に引 かれ うる こ ととなっ た。 臨 死 の現場 にお いて は、 現 実 の社

会 的構築 に注 目 しな けれ ばな らな い。

個 人 の生命 の終 了 と して の死 は個人 の社 会 的関係 をそ の時点 で終 了 させ る もので は

な く、 あ る個 人 の死 をめ ぐる社会 過程 は、 あ る個 人 の死 の予見 に始 ま り、 その死 の追

憶 にわ た って、 持 続 す る。 社 会的 に見 る とき、 個人 の死 とは、 個人 とその 関係者 の ネ

ッ トワー クで生 じ、 変動 し、 発展 す る一連 の事 象 な い し社 会的 過程 で あ る。 そ こで は

社 会 的 (例えば、個人的、 家族的、職業 的、地域的) あ るい は法 的 な規 範 や 価 値 が 発生

し作 用 してい る。 現代 社 会 では、 死者 や その 関係者 は死 に よって変 更 され る関係 性 を

制御 す るた め に、 死 の過程 を統御 し よう とす る。 本 稿 で は(1)隠され る死、(2)現 れ る死、

(3)生き られ る死、(4)見 送 られ ・生 か され る死、 とい う4つ の経 験 と制御 の型 を区別 し

て論 じ、 その法社 会学 的 問題性 をあ きらか に しよ う と試 みた。
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The Social Management of Death: Toward a Sociology of Law of

Transmundane Experience

Kashimura, Shiro

By one's death, the cessation of a life, the whole relationship of a person may be supposed

to come to an end. The person's social relationship, however, survives his/her death for some

more time. For example, a person who is remembered in other people's memory continues to

affect other people's life. Also the person's social relationship may change well before his/her

death. For example, a person can envision his/her death in some future to change his/her

behavior tremendously. Indeed a person's death is an evolving set of events in life both of him/

herself and for others. In cases of a tragic massacre, the deaths are unexpected and public

event causing an extensive societal reaction. From this standpoint, a death may be viewed as

a distinctively social phenomenon, a process being comprised by various social, i. e. personal,

familial, professional, legal, and etc. experiences.

In view of delineating the relationship of phenomena of death as represented in actions of

law and death affecting people's lives, this paper takes up 4 types of social experience of death,

i. e. (1) hidden death, (2) envisioned death, (3) lived death, (4-a) death as being seen off, and (4
-b) death as fuelling other people's life.

In the first case, a death is hidden both in medical and in some public discourse. Talking

death realistically is a socially restricted behavior. In the second case, a death is envisioned

personally as accomplishment of one's life, reflecting cultural activism in the modern society.
In the third case, a death is composed of the communal experiences of intimate people through

the ceremonies. The norms of commemoration seem to emerge based on this experience. In the

fourth case, a death publicly causes a protest or other enduring activities.

In dealing with the above aspects of death, the paper generally pursue to collect various

insights in the analytical tradition of ethnomethodology, social constructionism, the action

theory of Talcott Parsons, and the theory of civilization of Norbert Elias. The author suggests

that both the "living law" and "positive law" may emerge from these experiences. The

sociology of law should analyze the mechanism of norm emergence and social functions of

legal roles, (i. e. legal profession, parties of the legal case, or ordinary people) in those areas,

such as succession laws, litigation for life damages, legal regulations to the terminal medicine,

and law's contribution to the culturally problematic definition of death and life, among others.


